
◆　ご家庭の廃棄物を回収するには、市の「一般廃棄物収集運搬業

許可」や委託が必要です（遺品整理において発生した廃棄物も同様で

す）。産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では回収でき

ません。

◆　無料と言いながら高額な処理料金を請求された事例もあります。

中間市　環境保全課・中間市塵芥処理組合

上記の認定マークを貼った車両以外は無許可業者です。
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新しい商品を購入する販売店に引取りを依頼してください。

購入した店舗へ引取りを依頼する

その商品を購入した販売店へ引取りを依頼してください。

収集運搬業者へ引取りを依頼する
右記の中間市の一般廃棄収集運搬業許可業者に収集
を依頼してください。

以下に設置する回収ボックスで回収しています

（中間市 環境保全課 ０９３−２４５−５３００）お問合せ先

対象品のうち投入口（２５㎝×１５㎝）に入るものを回収しています。
回収は施設の利用時間内に限ります。

注意
• 携帯電話やパソコン等の個人情報を含む使用済み小型家電等を廃棄する場合は、ご自身で必ず事前に個人情報を
削除してください。

• 電池を取り外せるものについては、取り外してから出してください。取り外した電池は、市役所等に設置している回収ボック
スへ入れてください。

• ⼀度回収したものは、返却には応じられませんのでご了承ください。

以下のいずれかの方法で処理してください。

リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
（ただし、指定引取場所へ自ら持ち込む場合は　　
　収集運搬料金は不要です）

施設名 所在地 利用時間

中間市役所（別館地下） 中間一丁目１番１号 平日　８：３０～１７：１５

中間市体育文化センター 蓮花寺三丁目１番５号 ９：００～２２：００（年末年始除く）

中間・遠賀リサイクルプラザ 大字垣生１３００番地 平日　８：３０～１７：００

　

指定引取場所へ自分で持ち込む
事前に郵便局で手続きと家電リサイクル料金の支払いを
行い、右記の指定引取場所へ直接持ち込んでください。

買い替えるとき

買い替えずに廃棄だけするとき

＜一般廃棄収集運搬業許可業者＞
新環境開発（有）　（０９３－２４４－５５５５）
（有）聖真　　　　  　（０９３－２４４－１００９）
（株）ＳＡＮ－ＫＥＩ　（０９３－２４４－３３１１）
渡部組（有）        　 （０９３－２４４－５２４１）

＜最寄りの指定引取場所＞
西日本家電リサイクル
　住所：北九州市若松区響町一丁目６２番
　連絡先：０９３－７５２－２４２４
久留米運送（株）飯塚店
　住所：鞍手郡小竹町大字南良津９２番５
　連絡先：０９４９６－２－１７６１
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もえないごみ・粗大ごみの日に回収しています
回収ボックスに入らないものはもえないごみとして回収しています。
もえないごみの袋に入らない物、１０ｋｇ以上のものは粗大ごみとして回収しています。

※粗大ごみの回収には事前予約が必要です。

　　粗大ごみ受付センター（０９３－２８１－５３８０）

＜家電リサイクルについての問い合わせ＞
家電リサイクル券センター
　０１２０-３１９-６４０（フリーダイヤル）
　０３-５２４９-３４５５（有料）


